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(57)【要約】
【課題】複数色のカラーパッチを有するチャートを撮影
して、カラープロファイル作成用のカラーパッチ信号を
得る撮影装置において、チャート撮影を適切に行うこと
を容易に可能とする。
【解決手段】まず、チャート種別を特定する（Ｓ１０２
）。そして、撮影レンズの焦点距離情報を取得し、該焦
点距離情報に基づいて、特定されたチャート種別に対す
る適切な撮影距離を取得する（Ｓ１０３）。そして、得
られた該撮影距離をユーザに報知する（Ｓ１０６，Ｓ１
０７、またはＳ１０８，Ｓ１０９）。これにより、適切
な撮影距離による適切なチャート撮影を行うことが可能
となる。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数色のカラーパッチを有するチャートを撮影レンズにより撮影して、カラープロファ
イル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置であって、
　前記チャートの種別を特定するチャート種別の特定手段と、
　前記撮影レンズの焦点距離を取得する焦点距離の取得手段と、
　前記焦点距離に基づいて、前記チャート種別に対する撮影距離を決定する撮影距離の決
定手段と、
　前記撮影距離を報知する報知手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記チャート種別の特定手段は、選択可能な複数のチャート種別のうち、ユーザ指示に
応じて前記チャートの種別を選択することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記報知手段は、ファインダに前記撮影距離を重ね表示することを特徴とする請求項１
または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　さらに、前記ファインダの視野範囲に前記チャートの位置指標となるチャート撮影枠を
表示するファインダ表示手段、
を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　さらに、チャート撮影モードを設定するモード設定手段を有し、
　前記チャート種別の特定手段、前記焦点距離の取得手段、前記撮影距離の決定手段、お
よび前記報知手段は、前記チャート撮影モードが設定されている場合に機能することを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　複数色のカラーパッチを有するチャートを撮影レンズにより撮影して、カラープロファ
イル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置の制御方法であって、
　前記チャートの種別を特定するチャート種別の特定ステップと、
　前記撮影レンズの焦点距離を取得する焦点距離の取得ステップと、
　前記チャート種別に対する撮影距離を、前記焦点距離に基づいて取得する撮影距離の取
得ステップと、
　前記撮影距離を報知する報知ステップと、
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項７】
　コンピュータで実行されることにより、該コンピュータを請求項１乃至５のいずれか１
項に記載の撮像装置として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のコンピュータプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読
取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置およびその制御方法に関し、特に、複数色のカラーパッチを有するチ
ャートを撮影して、カラープロファイル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置および
その制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に普及しているデジタルカメラにおいては、撮影画像データにおける再現色が、被
写体の色に対して忠実な色、または好ましい色など、観察者にとって最適な色となるよう
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に色変換処理が行われている。ところが、被写体の色は、被写体を照らす光源によって大
きく異なるものである。したがって、ある光源下で最適な色再現が得られるように設定さ
れた色変換処理であっても、異なる光源下で撮影された画像データに適用すると、必ずし
も最適な再現色は得られない。
【０００３】
　そこでデジタルカメラにおいては、色変換処理の前処理として、ホワイトバランス調整
が行われている。ところが、デジタルカメラのセンサが出力するＲ，Ｇ，Ｂ等のカラー情
報は、必ずしも人間が知覚する３刺激値と対応しない。これは、デジタルカメラにおける
Ｒ，Ｇ，Ｂの各画素の分光感度が等色関数と一致しないことに起因する。もしも、この分
光感度が等色関数と一致するならば、ホワイトバランスを適切にとりさえすれば、どのよ
うな光源下であっても、１つの最適な色変換処理によって最適な色再現を得ることが可能
である。ところが、実際には分光感度は等色関数と異なるため、より精度の高い色変換処
理を行うためには、光源に応じて異なる色再現処理を行う必要がある。
【０００４】
　光源に応じて異なる色再現処理を行うためには、それぞれの光源において、色変換を行
うルックアップテーブル等のカラープロファイルを用意する必要がある。このカラープロ
ファイルの作成方法としては、予め用意されている、複数のカラーパッチからなるチャー
トを撮影し、各カラーパッチの撮影データに基づいて作成する方法が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。また、デジタルカメラのカラープロファイルを作成するために、
撮影時に色を取り込む枠を表示するものがあった（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開2003－244464号公報
【特許文献２】特開2006－186594号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来のカラープロファイルの作成方法においては、カラーパッチが正確に撮影され
ていることが前提となっている。すなわち、撮影対象となるチャートが、所定の撮影倍率
で正しい露光条件とピントで撮影されている事が前提となっている。したがって、チャー
トが正確に撮影されていない場合には、作成したカラープロファイルの精度が悪化したり
、または作成自体が不可能となってしまったりする。
【０００６】
　ところが、チャート撮影経験の少ないユーザが正確にチャート撮影を行うことは容易で
はなく、しばしば不適当なチャート撮影画像からカラープロファイルを作成せねばならず
、その精度に問題があった。
【０００７】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、カラープロファイル作成
を目的としたチャート撮影を適切に行うことを容易に可能とする撮像装置およびその制御
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための一手段として、本発明の撮像装置は以下の構成を備える。
【０００９】
　すなわち、複数色のカラーパッチを有するチャートを撮影レンズにより撮影して、カラ
ープロファイル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置であって、前記チャートの種別
を特定するチャート種別の特定手段と、前記撮影レンズの焦点距離を取得する焦点距離の
取得手段と、前記チャート種別に対する撮影距離を、前記焦点距離に基づいて取得する撮
影距離の取得手段と、前記撮影距離を報知する報知手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上の構成からなる本発明の撮像装置によれば、カラープロファイル作成を目的とした
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チャート撮影を適切に行うことが容易に可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。なお、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限
定されるものではない。
【００１２】
　＜第１実施形態＞
　●装置構成
　本実施形態においては、複数色のカラーパッチを有するチャートを撮影して、カラープ
ロファイル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置として、デジタル１眼レフカメラを
適用する例を示す。図１は、本実施形態のデジタル１眼レフカメラの構成を示すブロック
図である。図１において、１００はカメラ本体、２００は交換可能なレンズユニットであ
る。
【００１３】
　まず、レンズユニット２００の構成について説明する。２０１～２０３はレンズエレメ
ントである。２０１は光軸上を前後に移動することで撮影画面のピント位置を調整するフ
ォーカシングレンズ群である。２０２は光軸上を前後に移動することでレンズユニット２
００の焦点距離を変更し、撮影画面の変倍を行う変倍レンズ群である。２０３はテレセン
トリック性等のレンズ性能を向上させるための固定レンズである。２０４は絞りである。
２０５は測距エンコーダであり、フォーカシングレンズ群２０１の位置を読み取り、被写
体距離に相当する信号を発生する。２０６はレンズ制御部であり、カメラ本体１００から
送られた信号に基いて絞り２０４の開口径を変化させ、測距エンコーダ２０５から送られ
た信号に基いてフォーカシングレンズ群２０１を移動させる制御を行う。レンズ制御部２
０６はまた、測距エンコーダ２０５で発生した被写体距離、変倍レンズ群２０２の位置情
報に基く焦点距離、絞り２０４の開口径に基くＦナンバー、等を含むレンズ情報をカメラ
本体１００に送信する。２０７はレンズユニット２００とカメラ本体１００との通信イン
ターフェイスとなるマウント接点群である。
【００１４】
　次に、カメラ本体１００の構成について説明する。１０１は主ミラーであり、ファイン
ダ観察状態では撮影光路内に斜設され、撮影状態では撮影光路外に退避する。また、主ミ
ラー１０１はハーフミラーとなっており、撮影光路内に斜設されているときは、後述する
測距センサ１０３へ被写体からの光線の約半分を透過させる。１０４はレンズエレメント
２０１～２０３の予定結像面に配置されたファインダスクリーンであり、撮影者はアイピ
ース１０７を通してこのファインダスクリーン１０４を観察することで、撮影画面を確認
する。ここで、１０６はペンタプリズムであり、ファインダスクリーン１０４からの光線
をアイピース１０７へ導くための光路変更を行う。また、１０５は透過型液晶素子からな
るファインダ表示素子であり、例えば図４に示すような枠や、シャッタ速度、絞り値、露
出補正量等の撮影情報を、撮影者がアイピース１０７を通して観察する画面中に表示させ
る。なお、図４に示す表示枠の詳細については後述する。
【００１５】
　１０３は測距センサであり、主ミラー１０１の裏側に退避可能に設けられたサブミラー
１０２を介して、レンズユニット２００からの光束を取り込む。測距センサ１０３は取り
込んだ光束の状態をカメラ制御部１１１に送り、カメラ制御部１１１はそれに基いてレン
ズユニット２００の被写体に対するピント状態を判定する。続けてカメラ制御部１１１は
、判定されたピント状態とレンズ制御部２０６から送られるフォーカシングレンズ群２０
１の位置情報に基き、フォーカシングレンズ群２０１の動作方向および動作量を算出する
。
【００１６】
　１０８は測光センサであり、ファインダスクリーン１０４上に映された画面上の所定領
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域における明るさ乃至輝度の信号を発生し、カメラ制御部１１１に送信する。カメラ制御
部１１１では、この測光センサ１０８から送信された信号値に基き、撮像センサ１１０へ
の適切な露光量を決定する。
【００１７】
　カメラ制御部１１１はさらに、撮影モード切替部１１４によって選択される撮影モード
に応じて、上記適切な露光量となるよう絞り２０４における開口径、およびシャッタ１０
９におけるシャッタ速度の制御を行う。撮影モードがシャッタスピード優先モードである
場合は、カメラ制御部１１１は、パラメータ設定変更部１１５で設定されたシャッタ速度
に対して上記の適切な露光量を得るように、絞り２０４の開口径を算出する。そして該算
出値に基き、カメラ制御部１１１はレンズ制御部２０６に命令を送ることで、絞り２０４
の開口径を調整する。同様に、撮影モードが絞り優先モードである場合は、設定された絞
り値に対して上記の適切な露光量を得るように、シャッタ秒時を算出する。さらに、プロ
グラムモードである場合は、カメラ制御部１１１は、上記の適切な露光量に対して予め定
められたシャッタ速度と絞り値の組み合わせに従い、シャッタ速度と絞り値を決定する。
【００１８】
　以上の処理は、シャッタスイッチ１１３の半押しにより開始される。このときレンズ制
御部２０６は、カメラ制御部１１１が決定したフォーカシングレンズ群２０１の動作方向
と動作量を目標として、測距エンコーダ２０５の示す位置情報が該目標動作量と一致する
まで、フォーカシングレンズ群２０１を駆動する。
【００１９】
　次にシャッタスイッチ１１３を全押しすることにより、撮影シーケンスが開始される。
撮影シーケンスの開始により、まず、主ミラー１０１とサブミラー１０２が折りたたまれ
て撮影光露外に退避する。続いて、カメラ制御部１１１による算出値に従い、レンズ制御
部２０６が絞り２０４を絞り込む。続いてシャッタ１０９が、カメラ制御部１１１の算出
したシャッタ速度に従い開放閉鎖する。この後、絞り２０４が開放され、続いて主ミラー
１０１とサブミラー１０２が元位置に復帰する。
【００２０】
　１１０は撮像センサであり、シャッタ１０９の開放中に蓄積された各ピクセルの輝度信
号を、カメラ制御部１１１に転送する。撮像センサ１１０には、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色からな
るカラーフィルタがベイヤー配列状に配置されており、カメラ制御部１１１は、これらの
Ｒ，Ｇ，Ｂフィルタの位置に相当する輝度信号から、Ｒ，Ｇ，Ｂの３チャンネルからなる
カラー画像信号を形成する。そして、通常の撮影モードの場合には、カメラ制御部１１１
が内部に予め格納されているカラープロファイルを用いて色変換を行い、適当な色空間に
マッピングし、適切な形式の画像ファイルを作成する。ここで利用されるカラープロファ
イルがすなわち、本実施形態において撮影されたチャートの画像情報に基づいて、例えば
外部のＰＣで作成されたものである。チャート撮影モードの場合には、カラープロファイ
ルを用いた色変換および色空間へのマッピングを行わずに、適当な形式のファイルを作成
する。
【００２１】
　１１６はカメラ本体１００の背面に設けられた表示部であり、撮影モード切替部１１４
及びパラメータ設定変更部１１５による設定に基いて、設定状況を表示するとともに、撮
影後にカメラ制御部１１１によって作成されたサムネール画像を表示する。
【００２２】
　１１２は、取り外し可能なメモリーカードの記録再生部であり、撮影後にカメラ制御部
１１１が作成した画像ファイルを、装填されたメモリーカードに記録する。
【００２３】
　図２Ａおよび図２Ｂは、本実施形態のデジタル１眼レフカメラの上面図および背面図で
ある。図２Ａ，Ｂにおいて、上述した図１と同様の構成には同一番号を付してある。すな
わち、１０７はファインダアイピース、１１３はシャッタスイッチ、１１４は撮影モード
切り替え部、１１５はパラメータ設定変更部、１１６は表示部である。
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【００２４】
　パラメータ設定変更部１１５は、表示部１１６の表示内容を切り替えるための切り替え
ボタン１１７を有する。さらに、表示部１１６上で選択箇所を上下左右方向に動かすため
の選択ボタン１１８ａ（上方向），１１８ｂ（下方向），１１８ｃ（右方向），１１８ｄ
（左方向）、を有する。そしてさらに、選択を決定するためのＯＫボタン１１９を有する
。
【００２５】
　図３は、撮影モード切替部１１４の詳細を示す外観図である。図３において、３０１は
モード設定ダイヤル、３０２はモード設定ダイヤル３０１の設定指標である。モード設定
ダイヤル３０１上において、３０１ａはカメラの電源オフ、３０１ｂはプログラムモード
、３０１ｃはシャッタ優先モード、３０１ｄは絞り優先モード、の設定位置である。これ
らの撮影モードの詳細に関しては、既に説明したとおりである。３０１ｅは、撮影者がシ
ャッタ速度と絞りを自由に選択するマニュアルモード設定位置であり、３０１ｆはチャー
ト撮影モード設定位置である。
【００２６】
　●ファインダ内表示
　図４Ａは、ファインダ表示素子１０５によるファインダ内表示を示す図である。図４Ａ
において、４００はファインダ視野範囲を示す。ファインダ視野範囲４００内において、
４０１はチャート撮影モードの選択時に、チャートの位置指標として表示されるチャート
撮影枠である。ユーザは、チャート撮影モード時に、撮影対象となるチャートがこのチャ
ート撮影枠４０１に一致するように、画角を決定する。このときのチャートの撮影倍率は
、レンズの周辺減光の影響を避けるために、ファインダ視野面積の約１／４を占める程度
が望ましいが、これに限定されるものではない。
【００２７】
　４０２～４０６はそれぞれ、オートフォーカス指標である。また４０７は、チャート撮
影モード時における最適な撮影距離を示す撮影距離表示部である。
【００２８】
　図４Ｂは、チャート撮影モード選択時における表示部１１６の表示例を示す。同図にお
いて、４０８は撮影するチャートが予め定められた「チャート１」であることを選択する
チャート１選択部、４０９は同じく「チャート２」であることを選択するチャート２選択
部である。これらの選択は、選択ボタン１１８ａや１１８ｂを押下することによって行わ
れ、これらの間の移動方向は矢印表示４１１，４１２で示される。選択された選択部はハ
イライト表示される。同図においては、チャート１選択部４０８が選択された例を示して
いる。４１０は、表示内容を直前の表示画面に切り替えるための選択部である。それぞれ
の選択が終了すると、矢印表示４１２に示される方向に選択ボタン１１８ｃを押下するこ
とで選択内容が決定される。さらに決定表示４１３に示されるようにＯＫボタン１１９を
押下することによって最終的なチャート種別が特定され、撮影準備状態となる。このよう
に本実施形態においては、選択可能な複数のチャート種別のうち、ユーザ指示に応じてチ
ャートの種別が選択・特定される。
【００２９】
　図５Ａは、「チャート１」に対するファインダ表示例を示し、図５Ｂは「チャート２」
に対するファインダー表示例を示す。ここで「チャート１」と「チャート２」ではチャー
トのサイズが異なり、「チャート１」のサイズは「チャート２」のサイズ例えば１．５倍
である。そのため、これらチャートを等しい大きさに撮影するためには、同じ撮影レンズ
を用いる場合、撮影距離の比が３：２となる。したがって、撮影距離表示部４０７に表示
される距離は、装着された撮影レンズ（レンズユニット２００）の焦点距離に従い、「チ
ャート１」に対しては図５Ａに示す様に例えば１．５ｍ、「チャート２」に対しては図５
Ｂに示す様に例えば１ｍとなる。このとき表示部１１６には、「チャート１」に対しては
図５Ｃ、「チャート２」に対しては図５Ｄ、に示すメッセージがそれぞれ表示される。
【００３０】
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　図５Ａ～図５Ｄに示すように本実施形態によれば、チャート撮影モード時に被写体とし
て設定されたチャート種別に応じて、撮影レンズに基づく適切な撮影距離をユーザに対し
て提示する。ユーザはこの提示された撮影距離を実現するように、実際にチャート撮影を
行う位置を決定することができる。
【００３１】
　●チャート撮影処理
　図６は、カメラ制御部１１１によって制御される、チャート撮影モード時における撮影
準備処理を示すフローチャートである。モード設定ダイヤル３０１が電源オフ位置３０１
ａ以外の位置に設定されることにより、本アルゴリズムは開始する。
【００３２】
　まずステップＳ１０１において、モード設定ダイヤル３０１がチャート撮影モード位置
３０１ｆに設定されているか否かを判定し、判定されない場合は開始状態をキープする。
チャート撮影モード位置３０１ｆへの設定が判定されると、ステップＳ１０２に進んで表
示部１１６にチャート選択画面（図４Ｂ）を表示する。
【００３３】
　次にステップＳ１０３において、カメラ制御部１１１はレンズ制御部２０６から撮影レ
ンズ（レンズユニット２００）の焦点距離情報を取得し、２種類のチャートそれぞれに適
当な撮影距離を算出する。なお、ここで撮影距離を得るために、チャート種別とレンズ種
別に応じた適当な撮影距離を記載したテーブルを予め用意しておいても良い。
【００３４】
　そしてステップＳ１０４において、ステップＳ１０２で「チャート１」が選択されたか
否かを判定し、「チャート１」が選択されていた場合はステップＳ１０６に進んでファイ
ンダ表示素子１０５にファインダー枠を表示する。そしてステップＳ１０７で、ステップ
Ｓ１０３で算出した「チャート１」に適当な撮影距離を、ファインダ表示素子１０５の撮
影距離表示部４０７とカメラの表示部１１６に表示することによってユーザに報知し、ス
テップＳ１１０に移る。
【００３５】
　一方、「チャート１」が選択されていなかった場合は、ステップＳ１０５において、ス
テップＳ１０２で「チャート２」が選択されたか否かを判定する。ここで「チャート２」
が選択されていた場合はステップＳ１０８に進んでファインダ表示素子１０５にファイン
ダー枠を表示する。そしてステップＳ１０９で、ステップＳ１０３で算出した「チャート
２」に適当な撮影距離を、ファインダ表示素子１０５の撮影距離表示部４０７とカメラの
表示部１１６に表示することによってユーザに報知し、ステップＳ１１０に移る。
【００３６】
　一方、「チャート２」も選択されなかった場合は、ステップＳ１０２に戻る。
【００３７】
　そしてステップＳ１１０において、チャート撮影に適当な自動露光（ＡＥ）とオートフ
ォーカス（ＡＦ）のモードが設定され、ステップＳ１１１で撮影準備段階となって本アル
ゴリズムを終了する。
【００３８】
　ユーザは、以上のようにチャート種別に応じて提示された撮影距離に基づいて実際の撮
影位置を決定し、シャッタスイッチ１１３を押下することにより、上述した撮影シーケン
スが開始される。
【００３９】
　以上説明したように本実施形態によれば、カラープロファイル作成を目的としたチャー
ト撮影を行う際に、撮影対象となるチャート種をユーザが明確に指定することにより、最
適な撮影距離を得ることができる。したがって、常に正しい自動露光の設定と、正確なピ
ント、正確な撮影倍率による撮影を行うことが可能となり、チャート撮影経験の少ないユ
ーザであっても、カラープロファイル作成に必要な正確なチャート画像を容易に獲得する
ことができる。そしてその結果として、チャートの撮影画像情報を用いて作成するカラー
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プロファイルの精度向上が期待できる。
【００４０】
　＜変形例＞
　本実施形態では、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラを例として説明を行ったが、カ
メラの形式としてはこれに限るものではない。たとえば、レンズ交換式レンジファインダ
ーデジタルカメラや、レンズ固定のコンパクトタイプのデジタルカメラ、デジタルビデオ
カメラ等であっても良い。また、ファインダ表示素子として透過型液晶素子を例として説
明したが、発光ダイオードによりファインダスクリーンを照明することでチャート枠を表
示する方法によっても、本発明は実施できる。さらに、光学ファインダを持たず、液晶表
示素子やエレクトロルミネッセンス素子上にファインダ画像、チャート枠、チャート選択
画面を表示するなど、他のファインダ構成、表示部構成によっても、本発明は実施可能で
ある。
【００４１】
　＜他の実施形態＞
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記録媒体(記憶媒体)等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、
複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、撮像装置、webアプリ
ケーション等）から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる
装置に適用しても良い。
【００４２】
　尚本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアプログラムを、システム
あるいは装置に直接あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
が該供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される。なお
、この場合のプログラムとは、コンピュータ読取可能であり、実施形態において図に示し
たフローチャートに対応したプログラムである。
【００４３】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００４４】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００４５】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、以下に示す媒体がある。例えば、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、MO、CD-R
OM、CD-R、CD-RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD-ROM，DVD-R)な
どである。
【００４６】
　プログラムの供給方法としては、以下に示す方法も可能である。すなわち、クライアン
トコンピュータのブラウザからインターネットのホームページに接続し、そこから本発明
のコンピュータプログラムそのもの(又は圧縮され自動インストール機能を含むファイル)
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードする。また、本発明のプログラムを構成す
るプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームペー
ジからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコ
ンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさ
せるWWWサーバも、本発明に含まれるものである。
【００４７】
　また、本発明のプログラムを暗号化してCD-ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布し
、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから暗号
化を解く鍵情報をダウンロードさせることも可能である。すなわち該ユーザは、その鍵情



(9) JP 2009-124601 A 2009.6.4

10

20

30

報を使用することによって暗号化されたプログラムを実行し、コンピュータにインストー
ルさせることができる。
【００４８】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているOSなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【００４９】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
実行されることによっても、前述した実施形態の機能が実現される。すなわち、該プログ
ラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の
処理の一部または全部を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る一実施形態のデジタル一眼レフカメラの構成を示すブロック図であ
る。
【図２Ａ】本実施形態のデジタル一眼レフカメラの上面図である。
【図２Ｂ】本実施形態のデジタル一眼レフカメラの背面図である。
【図３】本実施形態における撮影モード切替部１１４の外観図である。
【図４Ａ】本実施形態におけるファインダ表示素子の表示例を示す図である。
【図４Ｂ】本実施形態における表示部１１６の表示例を示す図である。
【図５Ａ】本実施形態における「チャート１」選択時のファインダ表示例を示す図である
。
【図５Ｂ】本実施形態における「チャート２」選択時のファインダ表示例を示す図である
。
【図５Ｃ】本実施形態における「チャート１」選択時の表示部１１６の表示例を示す図で
ある。
【図５Ｄ】本実施形態における「チャート２」選択時の表示部１１６の表示例を示す図で
ある。
【図６】本実施形態におけるチャート撮影モード時の撮影準備処理を示すフローチャート
である。
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